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平成 31 年度北翔大学保育士資格取得特例講座募集要項 

 

１．保育士資格の取得のための特例制度について 

平成 24年 8月「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一

部を改正する法律」（改正認定こども園法）により、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設さ

れました。 

新たな「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、配

置される職員としては「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保

育教諭」が位置づけられています。この「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるた

め、改正認定こども園法の施行後 5年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれか

を有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置が設けられていますが、この間にもう一

方の免許・資格を取得する必要があります。このために厚生労働省は経過措置期間中（平成 27年

度～平成 31年度）に幼稚園免許状を有し、幼稚園等において一定の実務経験を有する者を対象と

して、保育士資格の取得に必要な単位数の特例を設けました（詳細は厚生労働省のホームページ

を参照）。 

北翔大学ではこの特例を受けて、特例対象者に対して保育士資格の取得に必要な科目の講座を

開講することとしました。 

なお、本講座は特例に基づいて開講しておりますので、本年度（平成 31年度）をもって終了の

予定です。 

2．取得資格について 

「保育士」 

3．特例制度の対象者について 

   特例対象者は、幼稚園教諭免許状を有し、次の施設において「3年以上かつ 4,320時間以上」の 

実務経験を有する者です。 

＊実務経験は複数施設での合算でも可能です。 

＊施設が廃園されている場合、当該施設の設置者（自治体などの法人）が存続していれば証明 

が可能です。また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引

き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。いずれも難しく証明ができない場合は、そ

の実務を加算することはできません。 

①幼稚園（特別支援学校幼稚部含む）） 

②認定こども園 

③保育所 

④小規模保育事業（法第 6条の 3第 10項に規定する小規模保育事業（家庭的保育事業等の設備 

及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 61号）第 27条に規定する小規模保育事業

Ａ型及び小規模保育事業Ｂ型に限る））を実施する施設 

⑤事業所内保育事業（法第 6条の 3第 12項に規定する事業所内保育事業（利用定員が 6人以上 

の施設）を実施する施設 



2 
 

⑥公立の認可外保育施設 

⑦へき地保育所 

⑧幼稚園併設型認可外保育施設 

⑨認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設 

 ただし次の施設を除く。 

 ・当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり（入所児童の保育者と日単位又は時間単 

位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの）による施設 

 ・当該施設を利用する児童の半数以上が 22時から翌日 7時までの全部又は一部の利用による 

施設 

 ・利用定員が 5人以下の施設 

4．注意事項  

  ① 特例講座の必要な教科目を受講し、単位を取得しかつ実務経験を有した者は、保育士試験の 

受験手続をすることで（受験科目は免除されるので実際の受験はない）保育士資格の取得が可 

能となります。講座を受講しただけでは保育士資格の取得はできませんのでご注意ください。 

また、講座を受講し、単位の修得ができた場合においても、実務経験を有さなければ、保育 

士資格の取得はできません。実務経験の充足については、ご本人が申し込み前に必ず勤務先又

は勤務地の教育委員会等で確認してください。 

  ② 平成 14年度以降に本学短期大学部初等教育学科又はこども学科に入学された方は、保育士 

養成課程の単位を一部取得している場合があります。事前の確認が必要ですので、大学にお問 

い合わせください。 

  ③ 本特例措置は改正こども園法施行後 5年間のみ有効であるため、本講座も平成 31年度をもっ

て終了の予定です。その期間内に所定の単位数を修得できない場合は、特例措置を適用して資

格を取得することはできません。計画的に学習を進めてください。 

  ④ 現職の方は受講に当たっては勤務先等に必ず承諾を得てください。 

5．出願期間について   

   2019 年 5月 7日(火)～5月 18 日（土）まで(必着)  

6．出願書類について 

① 保育士資格取得特例講座 受講申込書 

② 写真 2枚 

・縦 40mm×横 30mm/正面･上半身･脱帽で 3ヶ月以内に撮影したもの。 

・1 枚は受講申込書に貼付してください（１枚は別途必要となりますのでお手元に保管してく

ださい）。 

③ 最終学校の卒業証明書（本学及び本学短期大学部卒業生は不要） 

④ 幼稚園教諭免許状の写し 

・免許状記載の氏名と現在の氏名が異なる場合は、旧姓と現姓の両方が記載されている公印

のある「戸籍抄本」を添付してください。 

⑤ 「返信用封筒」2通 角形 2号サイズ(受講許可書・専修証明書郵送用) 

    ・封筒の大きさは、A4 版の用紙が折らずに入るサイズです。 
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    ・2通の封筒それぞれに、300円分の切手を貼付し、返送先の郵便番号、住所、氏名を記入し

てください。 

※ 本学からは「特定記録郵便」での郵送となります。 

7．出願書類送付先について  

出願書類の送付先は下記のとおりです。 

  〒069-8511 北海道江別市文京台 23 番地 

北翔大学 保育士資格取得特例講座 行 

※ 「レターパックプラス」など、必ず記録の残る方法で、郵送してください。 

8．許可通知方法について 

提出書類を審査のうえ 6月上旬に文書にて通知します。 

9．開講科目・日程について 

科目は、すべて本学(通学)で実施します。実施日は以下を予定しています。 

10．授業時間について 

各日とも以下の授業時間で実施します。 

授業は 1時限から 4時限で実施し、合計 15回の予定です。最終の授業終了後に単位認定の措置

（試験、レポート等）を行います。 

時 限 授業時間 

１  9：00～10：30 

２ 10：40～12：10 

昼休み 12：10～13：10 

３ 13：10～14：40 

４ 14：50～16：20 

11．納付金について 

◆登録料・受講料の納付 

 ・許可通知が届きましたら、指定の期日までに登録料及び受講料を指定口座に納付ください。 

受講科目数 登録料 受講料 合 計 

１科目 

20,000 円 

24,000 円 44,000 円 

２科目 48,000 円 68,000 円 

３科目 72,000 円 92,000 円 

４科目 96,000 円 116,000 円 

◎ 本学卒業生(短期大学部を含む)の半額免除について 

・本学卒業生については、登録料・受講料を上記の半額とします。 

特例教科目 授業形態 履修形態 単 位 日 程 

福祉と養護 講義 集中講義 ２単位 8/18(日),19(月),20(火),24(土) 

子ども家庭支援論 講義 集中講義 ２単位 7/29(月),30(火),31(水),8/1(木) 

保健と食と栄養 講義 集中講義 ２単位 8/7(水),8(木),9(金),10(土) 

乳児保育 演習 集中講義 ２単位 8/26(月),27(火),28(水),29(木) 
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    ＜例＞ 本学卒業生が４科目(8 単位)を受講する場合  

登録料 10,000円 ＋ 受講料 48,000 円  ＝ 合計 58,000円 

  ※ 未納の場合は受講できませんのでご注意ください。また、別途テキスト代等がかかる 

場合があります。 

12．最低実施人数について 

  1科目について 10名に満たない場合は、その科目を実施しない場合があります。 

13．保育士資格の取得手続きについて 

   保育士資格を取得するためには保育士試験の受験手続が必要です。保育士資格の詳しい取得ま

での流れは、厚生労働省ホームページの「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得

特例」等でご確認ください。また、保育士試験の受験については「一般社団法人 全国保育士養

成協議会」のホームページ等をご確認ください。 

なお、平成 31年度に特例科目を修得した方が、平成 32年度に受験する場合、受験までの間、

保育教諭として勤務できない状況になるおそれがありますので、平成 31年度内に受験されること

をお勧めします。 

※参考「保育士試験の実施について」（「平成 15年 12月 1日付雇児発第 1201002号厚生労働 

省雇用均等・児童家庭局長通知（5）留意事項」より抜粋） 

「改正子ども法施行後 5年の最終年に特例教科を修得した者は当該年度の次の年の保育士試験

において特例による受験を許可する。なお、改正認定子ども園法では、本法律施行後の 5年間

は、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば「保育教諭」として勤務するこ

とができる経過措置期間を設けているため、当該者は保育士資格を取得するまでの間は、「保育教

諭」として勤務することができないことに留意すること。」 

14．受講を辞退する場合について 

受講料等納付後にやむを得ない事由により受講を辞退する場合は、「辞退届」で速やかに手続き

をしてください。各科目とも、科目開始日の１週間前（月曜日に科目開始の場合は前週の月曜

日）までに辞退の手続きを完了された場合には、登録料を除く受講料（振込手数料を差し引いた

金額）を返金いたします。それ以後の辞退につきましては、返金はできません。 

なお、受講を辞退した場合でも、一度提出された書類は返却いたしませんのであらかじめご了

承ください。 

15．専修証明書について 

単位が認定された受講者には、特例教科目を活用して保育士試験を受験する際に必要な「幼稚

園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書」を 9月中旬頃（予定）に郵送します。 

16．個人情報の取り扱いについて 

申込書等に記入された個人情報は、北翔大学保育士資格取得特例講座の受講に係るご連絡、講

座の名簿、関連書類の送付以外の目的で使用することはありません。 

17．交通機関について 

通学には公共交通機関のご利用をお願いします。原則として自家用車での通学は認めておりま

せんが、やむを得ず自家用車での通学を希望される方は、受講申込書の「駐車申し込み」欄の

「必要」に○印を付けて自家用車使用の理由、その他必要事項を記入の上お申込みください。許
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可書を送付する際に、「臨時車両駐車許可証」を同封しますので、受講当日に車のフロント部分

（ダッシュボード等）の確認できる場所に置いてください。 

なお、駐車スペースに限りがあること、また大学の行事等によりご希望に沿えない場合もある

ことをあらかじめご了承ください。 

18．不測の事態が発生した場合の授業の実施について 

以下の場合は、大学の判断により、授業時間の繰下げ又は休講する場合がありますので、不測

の事態発生の場合は、担当係にお問い合わせの上、授業の有無をご確認ください。 

① 警報等が発令され、大学側で出講停止扱いにする場合 

② その他不測の事態により、大学が休講すると判断した場合 

※ なお、休講となった科目については、以下の講座予備日に実施の予定ですが、予備日は変更と

なる場合がありますので、その場合は別途連絡いたします。 

＜講座予備日（予定）＞ 福祉と養護    8月 25日(日) 

             子ども家庭支援論 8月 5日(月) 

             保健と食と栄養  8月 11日(日) 

             乳児保育     8月 30日(金) 

19．その他注意事項 

   ① 原則として、遅刻・早退・欠席は認められません。 

   ② 大学敷地内は喫煙所を除き校舎の内外を問わず禁煙です。 

③ 通学途中・駐車場での事故、貴重品の紛失及び盗難等に関しまして、本学は一切の責任を

負いかねます。各自の責任において管理してください。 

④ 昼食は各自ご用意ください。 

⑤ 本講座の受講生は、JR等の通学学割の対象にはなりません。 

 

北翔大学 教育文化学部教育学科 保育士資格取得特例講座 

〒069-8511 北海道江別市文京台 23番地  

TEL：011-386-8011 FAX：011-387-6260 

MAIL：hoikutokurei＠hokusho-u.ac.jp 

※ 問い合わせ時間 平日 10:00～16:00 まで（土日祝日は休みです。）   
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本学へのアクセス方法 

 

 

 

 


